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   湧別町ふるさと応援寄附条例 

平成21年10月５日 

条例第79号 

 （目的） 

第１条 この条例は、湧別町のまちづくりを応援いただける人々から広く寄附金を

募り、その寄附金を財源として、寄附者の意向を反映した施策の展開を図ること

により、多様な人々の参加による個性豊かで、活気にあふれる住みよいまちづく

りに資することを目的とする。 

 （事業の区分） 

第２条 前条に規定する寄附者の意向を反映するための事業は、次に掲げる事業と

する。 

 (１) オホーツク海とサロマ湖の自然保護・保全及び活用に関する事業 

 (２) かみゆうべつチューリップ公園の整備に関する事業 

 (３) ふるさと心の森整備に関する事業 

 (４) 心豊かで健やかな子どもを育む事業 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、寄附者が指定し、町長が必要と認める事業 

 （基金の設置） 

第３条 前条に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附金

を適正に管理運用するため、湧別町ふるさと応援基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

２ 前条第５号に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附

金のうち、町長が特に認めるものについては、前項の規定にかかわらず、既存の

特定目的基金に積み立てることができる。 

 （寄附金の指定等） 

第４条 寄附者は、第２条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源と

して実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。 

２ この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない

寄附金については、まちづくりの課題に応じて、町長が事業を指定する。 

３ 町長は、前項の指定を行った場合は、寄附者にその内容を報告しなければなら

ない。 

 （寄附者への配慮） 
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第５条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄

附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。 

 （基金への積立て） 

第６条 基金として積み立てる額は、第４条の規定により寄附者から収受した寄附

金の額とする。ただし、第３条第２項の規定によるものは、この限りでない。 

 （基金の管理） 

第７条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法に

より保管しなければならない。 

 （基金の運用益金の処理） 

第８条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基

金に繰り入れる。 

 （繰替運用） 

第９条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及

び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ

る。 

 （基金の処分） 

第１０条 基金は、第２条各号に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、一般会計

歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。 

 （運用状況の公表） 

第１１条 町長は、毎年度、この条例の運用状況について公表する。 

 （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成21年10月５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に、合併前の湧別町ふ

るさと応援寄附条例（平成20年湧別町条例第12号）の規定により設置されていた

基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定によ

り設置される基金に属するものとする。 


